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概要 

 企業と外部機関との契約締結に関する電子メールコミュニケーション履歴を対象に，業務プロセス，コミュニケーショ

ン構造，コミュニケーションコンテンツを分析した．業務プロセス分析では契約締結の業務プロセスを細分化しその特徴

を明らかにした．コミュニケーション構造分析では，フェーズの進展による社会ネットワークの変化を確認した．コミュ

ニケーションコンテンツ分析では，複数の人間によるコミュニケーションをベースとした知識変換モードの分類を検証し

た．これらの結果をもとに仲介知モデルの一般化・体系化の課題を抽出する． 
 
Abstract 
 We analyzed the communication for the conclusion of a contact between an enterprise and a research institute to examine the 
business process, communication structure and communication contents. Business process analysis shows the classification of 
business processes and features of each process. Communication structure analysis shows that the progress of process changes the 
changes social network among entities. Communication contents analysis shows the classification of knowledge translation mode for 
intermediary knowledge. We also extract the issues to generalize and systematize the intermediary knowledge model. 
 
1. はじめに 
企業の知識流通は，対面，電話，電子メール，ポ

ータルサイト，SNS，Wiki などを介したコミュニケ
ーションを通じ行われている．企業の組織図に表現
された人的関係は，経営層の意志を現場の社員に伝
える知識流通に有効であると考えられている．しか
し，変化する市場への対応などの理由で，企業活動
は複雑化し，社員の専門性はより高度化している．
その結果，業務遂行には異なる専門性を持った社員
間でのコミュニケーションが重要視されている．ま
た異なる専門性を持った企業間での協業も増加して
いる．企業内や企業間のコミュニケーションを分析
することで，企業の円滑な業務プロセス遂行の指針
を得ることが可能となる． 

1990 年代後半には企業で電子メールが公式な情報
伝達手段として用いられていた．電子メールは，今
日においても使われ続け，企業活動を支えている．
現在では，これらのツールに加え，blog，Wiki，SNS
などの社員個人が知識を作成し，それを組織的に活
用するツールが広まっている[1]．著者らは，専門性
に富んだ社員同士の知識流通を分析する概念として
仲介知を提案し，企業コミュニケーションを分析し
た[2][3]．仲介知とは企業内のデジタルコミュニケー
ションツールを使い複数の社員間で流通させる知識
のことを言う．仲介知は，伝統的な知識創造モデル

[4]を発展させたものである．伝統的な知識創造モデ
ルでは，形式知と暗黙知という形態でストックされ
る知識がプロセスを経て変換されるという点が特徴
であると考えられる．一方の仲介知の概念では，社
員による知識流通をデジタルコミュニケーションツ
ールにより観察可能になった知識のフロー(流れ)と
して分析することが特徴である． 
本稿では，企業と外部の研究機関での協業契約締

結の電子メールコミュニケーションを分析対象とし
た．2 節で仲介知の概念と関連研究を説明し，3 節で
分析対象であるコミュニケーションの概要を紹介す
る．4 節で分析結果を紹介し，5 節で考察し，6 節で
まとめ，今後の課題を検討する． 

 
2. 関連研究 
2.1 仲介知 
著者らは，企業内 SNS 上での社員の知識流通モデ

ルとして仲介知を提案している[2]．仲介知は，伝統
的な知識創造モデルの形式知と暗黙知を発展させた
概念である．伝統的な知識創造モデルでは，暗黙知
と形式知の 2 つの知識状態に関する内面化，共同化，
表出化，連結化の 4 つの知識変換モードを設定し，
知識変換を経て知識創造を説明している[4]．暗黙知
は個人の中にある潜在的な知識の状態を示す．また
形式知は暗黙知が組織階層での知識スパイラルを経
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て一般化されたものを示す．仲介知は，組織階層で
知識スパイラルを経ずとも，デジタルコミュニケー
ションツールを介して流通し社員や組織の問題解決
や業務遂行に役立つ．仲介知は，暗黙知のままでは
流通しない知識を，形式知化するほど手間をかけず
に流通する知識状態である．図１は仲介知による知
識流通モデルを示したものである．仲介知モデルで
は社員が，仲介知の公開化，協働化，共鳴化，断片
化，洗練化を利用し，迅速にアイデアをデジタルコ
ミュニケーションツール上で進化させ展開する． 

これまでの著者らの研究では，企業内 SNS などの
社員に公開されたコミュニケーションの場で生じて
いる知識変換を仲介知モデルにより説明してきた[3]．
本稿では，仲介知モデルを人と人とのコミュニケー
ションに適用することで，個人間での知識流通を詳
細に分析することを目的とする． 
2.2 企業でのコミュニケーション研究 
 企業コミュニケーション研究では，ソフトウェア
開発者間でのコミュニケーションを対象にしたもの
がある．Ko らは，ソフトウェア開発者 17 名を 90 分
間観察した．彼らは，情報源としての協働者の重要
性を確認している[5]．Damian らは，米国，ヨーロッ
パ，カナダに分散する 15 名のソフトウェア開発チー
ムを分析対象とした．その結果，組織文化の違いが
引き起こす注意不足，コミュニケーションベースの
社会ネットワークの動的な進化，情報過剰と注意不
足による調整の失敗を観測している[6]．Ye らは，知
識流通を行う人間同士の関係を距離と近接性の概念
を用いて説明している[7]．距離と近接性には，組織
的な距離と近接性（同じ組織に所属していること）
や認知的な距離と近接性(背景となる知識の共有)な
どがある．距離と近接性で規定される知識ソースへ
のアクセスのしやすさが，知識ソースの決定要因で
あるという仮説に基づきソフトウェア開発プロジェ
クトの分析を行っている．中小路は，ソフトウェア
開発者のコミュニケーションに関する研究を分析し，
ソフトウェア開発における目的の異なる二つのコミ
ュニケーションタイプの存在を提唱している[8]．二
つのタイプのコミュニケーションは，coordination 
communication と expertise communication である．
coordination communication は，自らの作業と相手の
作業の間で発生する可能性のあるコンフリクトを解
消する目的を持つ．expertise communication は，自ら
の作業について，ドキュメントやコードを見ても分

からない事項を解明する目的がある．この二つのタ
イプのコミュニケーションには異なる支援のアプロ
ーチが必要であるとしている． 
 企業におけるコミュニケーション研究は，ソフト
ウェア開発の分野を中心に活性化している．本稿で
は，仲介知の知識変換モードとソフトウェア開発者
間でのコミュニケーション研究での知見を一部利用
し，企業と外部研究機関との契約締結のためのコミ
ュニケーションを分析する． 
 
3. 企業電子メールコミュニケーションの事例分析 
本稿では，企業のメンバーが中心となり実施され

た企業と企業外の研究機関との契約締結に関わるメ
ールの送受信履歴を分析の対象とした． 
3.1 仮説 
分析の目的は以下の仮説を検証することである． 
 

(a)業務プロセスについての仮説 
「企業と研究機関の協業の契約締結には，複数の組
織が関わる段階的な業務プロセスが存在する．」 
(b)コミュニケーション構造についての仮説 
「企業と研究機関の協業の契約締結には，コミュニ
ケーションベースの社会ネットワークが構築される．
また社会ネットワークの様相は段階的な業務プロセ
スごとに変化する．」 
(c)コミュニケーション内容についての仮説 
「個々の社員の電子メールに仲介知モデルの知識変
化モードに基づいた知識流通が観察される．」 
 
これらの仮説を検証するために，分析したコミュニ
ケーションを次項で説明する． 
3.2 分析対象コミュニケーションの概要 
図 2 に分析対象となったメールの送受信に関わっ

た組織と人物を示す． 

企業 S は研究部門と契約部門を持つ．分析対象とな
るコミュニケーションには，研究部門では A から D
までの 4 名が関与し，契約部門では E から H までの
4 名が関与している．企業 S の研究部門は，研究機
関 T との協業を必要としていた．企業 S の契約部門
は法人間での協業に関する契約締結のサポートを行
う．企業 S の契約部門には担当 L と担当 M がある．
担当 L は契約文書に関する法務面で支援する．担当
M は，研究機関 T が企業 S と契約する条件を管理す
る．企業 S の研究部門は必要に応じて契約部門の支
援を受けることができる．契約行為の主体は研究部
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図1． 仲介知による知識流通の状態モデル
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門であり，研究部門に所属する A が契約手続きを実
施した． 

研究機関 T は複数の研究室を持つ．P はその一つ
の研究室に所属する研究員である．企業 S との協業
では，研究員 P は実施内容について企業 S の研究部
門と合意する必要がある．契約締結等の手続きは，
研究機関 T の事務センターに所属する Q が実施する． 
 企業 S で研究機関 T との協業の検討開始から，契
約関係の文書が準備されるまでの電子メールのコミ
ュニケーションを分析対象とした．電子メールのコ
ミュニケーションには，図 1 で示した 10 名が関与し
32 日間で 70 通のメールのやり取りがあった． 
 コミュニケーションの中心となる企業 S の A は，
社外の研究機関との協業契約についての経験はなか
った．A は，自分の所属する企業 S の研究部門や企
業 S の契約部門，協業相手の研究機関 T と電子メー
ルを中心にコミュニケーションをとった．電子メー
ルコミュニケーションを通じ，A は契約に必要な書
類を段階的に作成していった．電子メールでのコミ
ュニケーションに関与した 10 名の観察から，電子メ
ール以外の電話や対面での会話などの方法でのコミ
ュニケーションがあったことを確認した．電子メー
ルの履歴が保存されていたため，今回は電子メール
でのコミュニケーションのみを分析の対象とした． 
3.3 コミュニケーションの分析方法 
 本稿では下記の観点で分析を行った． 
(a) 業務プロセスのフェーズ分割 

70 あるメールの履歴の内容に基づき契約締結業
務をフェーズ分割した．フェーズ分割により契
約締結までのプロセスを整理する．これにより，
知識流通対象の推移とフェーズごとの特徴を明
確にする． 

(b) コミュニケーション構造の分析 
70 通の電子メールコミュニケーション全体およ
び (a)で分割したフェーズごとのコミュニケー
ションにより構築される社会ネットワークにつ
いて分析する．分析対象とした電子メールには
Cc(同報)も利用されていたが，From(差出人)が
To(宛先)に指定した人物とのメール交換のみが
観察された．よって電子メールの From(差出人)
と To（宛先）による社会ネットワークをフェー
ズごとに分析した． 

(c) コミュニケーション内容の分析 
電子メールのコミュニケーションの中から，特
徴的な部分を抽出し，契約に必要な知識流通の
内容を仲介知モデルにより分析する． 

 
4. 電子メールコミュニケーションの分析結果 
 前節で説明した分析方法に基づき，70 通のメール
履歴を分析した．分析結果を以下に示す． 
4.1 業務プロセスのフェーズ分割 

表 1 は分析対象コミュニケーションを内容により
フェーズに分割したものである．Ⅰ期は，1～6 日目
の 14 通のメールが該当する．企業 S の研究部門の A
が過去の類似案件についての調査と協業相手である
研究機関 T との協業実施事項と期間の調整をしてい
る．A は同僚である B から過去の類似した経験を聞
くことから開始した．A は B から意見を聞くために，
日程調整をし，B から契約に精通する D の紹介を受

けた．A は類似案件調査と並行して，研究機関 T と
協業実施事項と期間の合意に当たった．実施事項の
合意の相手は，研究機関 T の研究室の P である．Ⅰ
期で A は研究機関 T の事務センターQ から，研究機
関 T の協業契約書の雛形を入手している． 

Ⅱ期は，6～14 日目の 14 通のメールが該当する．
Ⅱ期のコミュニケーションは協業契約文書の調整に
関するものだ．A は研究機関 T からの協業契約文書
の雛形にⅠ期で合意した協業実施事項の内容を加え
た．そして，企業 S と研究機関 T との協業の契約に
対して法律的に問題がないかを企業 S の契約部門の
担当 L に確認した．担当 L のメンバーである E は，
A に対して，研究機関 T の協業契約文書へのコメン
トを伝えた．A は E のコメントに対し E に質問し，
また E のコメントによる協業契約文書の修正が可能
かを Q に打診し合意を得た． 
Ⅲ期は，14～26 日目の 13 通のメールが該当する．

Ⅲ期には 8 日間の連絡のない期間が存在する．Ⅲ期
のコミュニケーションは，契約対象である研究機関
T の審査のために行われた．企業 S と研究機関 T は
これまで協業の契約関係が存在しなかった．よって
企業 S の契約部門は，研究機関 T が新規の契約対象
として十分かを調査し契約の可否を判断する必要が
あった．この担当は企業 S の契約部門の担当 M であ
り，A は担当 M，研究機関 T と連絡を取った． 
Ⅳ期は，26～32 日目の 29 通のメールが該当する．

Ⅳ期のコミュニケーションは，詳細な協業契約実施
事項の合意である．A が中心となり，研究機関 T の
事務センターおよび企業 S の契約部門と行った． 
表 1 に示したように，プロセスは，実施方法の確

認，契約文書の法律的吟味，契約対象である研究機
関 T の審査，詳細な契約文書の調整の順で進行する． 

また分析対象のコミュニケーションは，専門知識
を獲得する expertise communication というよりも，協
業契約の内容や方法について調整する coordination 
communication と考えることができる．このコミュニ
ケーションは企業法務の専門知識が必要とされてい
るが，企業法務の専門知識の獲得のためのコミュニ
ケーションは行われていないからである． 

フェーズごとの調整対象を表 2 に示す． 

○

時間・期間

契約詳細

契約全般

実施事項

情報

Ⅳ期

○Ⅲ期

Ⅱ期

○Ⅰ期

行為人物

○

時間・期間

契約詳細

契約全般

実施事項

情報

Ⅳ期

○Ⅲ期

Ⅱ期

○Ⅰ期

行為人物

表2．フェーズごとの調整対象

29通

13通

14通

14通

メール数

契約締結の調
整

契約対象の審
査

契約文書の調
整

実施方法および
実施事項の調
整

活動目的

・企業Sの研究部門、契約部門、研究
機関Tの事務センターによる具体的な

協業内容に基づく契約の詳細事項の
合意

26～32
日目

Ⅳ期

・企業S契約部門による研究機関Tの
審査

-契約対象の新規登録の必然性確認

14日～
26日目

Ⅲ期

・企業S研究部門と企業S契約部門に
よる研究機関Tの協業契約文書の法

律的吟味

6～14
日目

Ⅱ期

・過去の類似案件の調査の実施

-企業S研究部門内での経験者照会

・企業S研究部門と研究機関Tの研究

室との協業実施事項と期間の調整

1～6
日目

Ⅰ期

特徴期間

29通

13通

14通

14通

メール数

契約締結の調
整

契約対象の審
査

契約文書の調
整

実施方法および
実施事項の調
整

活動目的

・企業Sの研究部門、契約部門、研究
機関Tの事務センターによる具体的な

協業内容に基づく契約の詳細事項の
合意

26～32
日目

Ⅳ期

・企業S契約部門による研究機関Tの
審査

-契約対象の新規登録の必然性確認

14日～
26日目

Ⅲ期

・企業S研究部門と企業S契約部門に
よる研究機関Tの協業契約文書の法

律的吟味

6～14
日目

Ⅱ期

・過去の類似案件の調査の実施

-企業S研究部門内での経験者照会

・企業S研究部門と研究機関Tの研究

室との協業実施事項と期間の調整

1～6
日目

Ⅰ期

特徴期間

表1．コミュニケーション内容に基づくフェーズ分割
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Ⅰ期では，契約に関わる人物の調整とミーティング
の時間や契約期間の調整がされている．Ⅱ期では契
約全般について企業 S と研究機関 T が契約文書とい
う情報について調整を行なっている．Ⅲ期では企業
S と研究機関 T との協業行為の可否についての調整
がされている．Ⅰ～Ⅲ期の調整を経て，Ⅳ期で具体
的な契約内容が調整されている． 
4.2 コミュニケーション構造の分析 
 ⅠからⅣ期の From(差出人)と To（宛先）の電子メ
ールの履歴を図 3 に示す．分析対象の電子メールに
は，企業 S の契約部門の担当 L，M 向けのメーリン
グリストへの送信があったが，個人間でのコミュニ
ケーションベースの社会ネットワークを検討する理
由でこの分析からは除外した． 

コミュニケーションは企業 S の研究部門の A が中心
である．矢印の始点は電子メールの From(差出人)を
示し，終点は To(宛先)を示しいている．矢印の太さ
は，観測されたメールの数を表現している．A から
Q が最多で 14 件ある．次に A から E，E から A がそ
れぞれ 9 件ある． 
 また図 4 にⅠ～Ⅳ期ごとのコミュニケーションベ
ースの社会ネットワークの推移を示す． 

Ⅰ期では，A は企業 S の研究部門のメンバーとメ

ールを交換している．また，協業実施事項と期間の
確認のため研究機関 T とメールを交換している．Ⅱ
期になると A は，協業契約文書の調整のために企業
Sの契約部門と研究機関Tとメールを交換している．
Ⅲ期では，A は研究機関 T との協業契約行為の可否
についての調整のために企業 S の契約部門との調整
をした．この調整のために，企業 S の研究部門の C
と意見交換および研究機関 T から情報収集を行った．
Ⅳ期では，協業契約の詳細の調整を実施したため，
Ⅱ期で協業契約文書の調整をした E および研究機関
T の Q とのメール交換をしている．このように，コ
ミュニケーションの内容が変化することで，コミュ
ニケーションベースの社会ネットワークの変化を確
認した． 
4.3 コミュニケーション内容の分析 
 仲介知モデルにより個人間の知識流通の分析を行
なった．対象は電子メールコミュニケーションのⅡ
期から，協業契約文書の照会および修正に関するも
のを抽出した．表 3 に抽出した電子メール履歴の概
要を示す．またこのプロセスを仲介知モデルにプロ
ットしたものを図 5 に示す． 

 

対象となる電子メールは 6 件ある．メール ID15 のメ
ールから始まる．15 のメールで A は，Ⅰ期に入手し
た研究機関 T の協業契約文書に協業内容を加筆した
ものと契約文書の照会依頼書に必要事項を記入した
ものを，企業 S の契約部門の担当 L に公開した．こ
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図5．仲介知モデルによる個人間知識流通

23

26

表3. 分析対象のコミュニケーション
メール
ID

From To 内容
知識変換
モード

知識変換モード詳細

15 A
担当Lの
メーリン
グリスト

・Aは契約部門担当Lに協業
契約文書の照会を依頼す
る．

・公開化
・暗黙知→仲介知
契約に必要な知識を記入し，電
子メールにより公開する．

18 E A

・EはAに契約文書に対する
コメントを伝える．
・EはAに契約先のID登録を
喚起する．

・公開化
・公開化

・暗黙知→仲介知
EはAに契約業務の経験に基づい
てコメントする．
・暗黙知→仲介知
ID登録の必要性を喚起する

22 A P，Q

・AはP，Qに契約文書の変
更依頼をする．
・AはP，QにID情報の提示依
頼をする．

・協働化
・協働化

・仲介知→仲介知
AはEの仲介知をP，Qに伝える．
・仲介知→仲介知
AはEの仲介知をP，Qに伝える．

23 Q A
・QはAに契約文書変更依頼
への同意を伝える．
・QはAにID情報を提示する．

・共鳴化
・断片化

・仲介知→暗黙知
QはAの伝えたEの仲介知を理解
しそれに同意する．
・形式知→仲介知
形式知であるID情報を提示する．

25 A E

・AはEにQからの同意のメー
ルを転送する．
・AはEに契約書記載事項に
ついて質問する．

・協働化
・公開化

・仲介知→仲介知
AはQからの同意のメッセージをE
に転送する．
・暗黙知→仲介知
Aは協業契約文書についてEに質
問する．

26 E A

・EはAの確認事項について
回答する．
・EはAにID登録依頼書を送
付し送付先を知らせる．

・公開化
・断片化

・暗黙知→仲介知
EはAの疑問について自らの経験
に基づき回答する．
・形式知→仲介知
Eは様式集の中から適切なものを
Aに送る．
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れに対し，E は 18 のメールで，自らの持つ契約文書
についての法律的解釈の知識を適用し，コメントを
A に伝えた．また 18 のメールで，契約文書の照会の
周辺業務である契約先の ID登録の必要性の喚起をA
に対して行った．18 のメールには，E の 2 つの暗黙
知が仲介知として公開されている． 

A は 18 のメールを E から受け取り，その内容を理
解し，研究機関 T の P と Q に 22 のメールで伝えた．
22 のメールは E からのメールの内容を引用したもの
であり，A 自身の知識は付与されていない内容であ
った．よってこのメールは仲介知の協働化とした．
22 のメールを受け取った Q は，A に対して 23 のメ
ールを返信した．23 のメールには 22 のメールの協
業契約文書の変更依頼への同意のメッセージがあっ
た．これは，E が作成し，A が伝達した仲介知に対
する Q の理解の現れであるため共鳴化とした．また
23 のメールでは，ID 情報という形式知を A に伝達
しているため断片化もあった． 

25 のメールで，A は E に Q からの同意のメッセー
ジを伝えた．これには A の知識が付与されていない
ため協働化とした．また，A は E に対して協業契約
文書に対して質問している．このメッセージは，仲
介知の公開化とした．E は A の 25 のメールでの質問
に 26 のメールで回答している．この回答内容は E の
経験に基づいた内容であったため，公開化とした．
また，E は様式集の中にある ID 登録依頼書および A
の知らなかった ID 登録依頼書の送付先を選択し A
に伝えた．これは断片化とした． 
 
5.考察 
 前節で説明した結果に基づいて，3 節で提示した
仮説を検証する． 
5.1 業務プロセスのフェーズ分割 
仮説(a)：「企業と研究機関の協業の契約締結には，複
数の組織が関わる段階的な業務プロセスが存在す
る．」の検証 
 電子メールコミュニケーションの内容を分析した
結果，4 つのフェーズに分割された．Ⅰ期で協業内
容に関する大まかな調整がされた．Ⅰ期での調整を
経て，Ⅱ期では，企業 S と研究機関 T で協業実施の
ために必要な契約文書の調整をしている．Ⅲ期では，
Ⅱ期での企業 S の契約部門からの指摘に応じ，新規
協業先の登録調整をしている．一般に業務プロセス
が進行するほど，業務対象が詳細になることが考え
られる．よってⅢ期で行った新規協業先登録の調整
は，Ⅱ期の前に行う必要があったことが想定される．
しかし，A は外部研究機関との協業契約の知識がな
かったため，Ⅱ期で契約部門からの指摘を受けてか
ら協業先の登録を実施した．Ⅲ期には 8 日間のコミ
ュニケーション空白期間があった．これは契約文書
の調整が済んだ後に，契約対象の審査を実施したこ
とが時間的ロスの原因であると推測される．仮説(a)
の通り，複数の組織が関わる段階的な業務プロセス
が確認されたが，A の知識不足により効率的な業務
プロセスの推移が行なわれていたとは言えない．業
務の全体像に関する知識の獲得をⅠ期に実施するこ
とが後の業務プロセスの効率的な遂行に必要なこと
が推測される． 
 また，分析したコミュニケーションを coordination 

communication と仮定すると，その調整対象がフェー
ズにより変化している．この変化は表 2 に示したよ
うに，「人物，時間，実施事項の情報」，「契約全般の
情報」，「契約行為」，「契約詳細の情報」の順に変化
しいている．Ⅲ期を除き，Ⅰ期からⅣ期へ進むごと
に調整対象は詳細化している．このことからもⅢ期
で行った契約対象の審査は，Ⅰ期の後またはⅡ期と
並行して実施される必要があったことが推測される． 
5.2 コミュニケーション構造の分析 
仮説(b)：「企業と研究機関の協業の契約締結には，コ
ミュニケーションベースの社会ネットワークが構築
される．また社会ネットワークの様相は段階的な業
務プロセスごとに変化する．」の検証 
 図 3 に示したように，A を中心としたコミュニケ
ーションベースの社会ネットワークが構築されてい
る．A は経験のない外部機関に対する協業契約の実
施にあたり，社内外の人物とコミュニケーションを
とり，契約締結の準備をしている．また図 4 のよう
に，Ⅰ期からⅣ期までで，社会ネットワークの構造
が変化している．Ⅰ期ではアクセスしやすい距離と
近接性の概念[7]にあるよう組織的，認知的な距離の
近い企業 S の研究部門のメンバーとの社会ネットワ
ークを構築している．Ⅰ期で確認した知識の獲得先
に基づいて，Ⅱ期以降はそれぞれの知識を持ってい
る部門や担当者と社会ネットワークを築いている． 
5.3 コミュニケーション内容の分析 
仮説(c)：「個々の社員の電子メールに仲介知モデルの
知識変化モードに基づいた知識流通が観察される．」
の検証 
 表 3 および図 5 にあるように，仲介知モデルの知
識変換モードは，知識の源泉により決定される．個
人の経験などの暗黙知を源泉とする知識に基づいた
行為は仲介知の公開化である．表 3 では，18 のメー
ルなどが相当する．自らの経験に基づいて契約条文
に対してコメントすることが公開化に相当する．E
が所属する担当 L には，契約文書の照会についての
ガイドラインが存在するかもしれない．しかし，ガ
イドラインが存在していたとしても，E はガイドラ
インと初見の協業契約文書を理解したうえで，適用
する知識を自ら選択し公開している． 
 他者の仲介知をメールで伝達する行為は，仲介知
の協働化である．表 3 では 22 のメールなどが相当す
る．A は E からの協業契約文書へのコメントに従い
協業契約文書を修正するよう P と Q に依頼した．A
が E のコメントを理解したかどうかは，メールの分
析だけでは理解できない．メールからは，A は E の
コメントの内容に A 自らの知識を加えずに P，Q へ
転送した事実だけが分かる．よってこの行為は協働
化となる． 
 他者の仲介知に同意した報告は仲介知の共鳴化を
示す．表 3 では 23 のメールなどが相当する．Q は A
の伝えた E の仲介知を理解しそれに同意したことを
23 のメールで表明している．これは共鳴化が明確に
観測された例である． 
 他者のために，自らの組織で一般化している知識
を伝えることは断片化である．表 3 では 23 のメール
などが相当する．Q は研究機関 T が持つ情報から，
研究機関 T を示す一意の ID 情報を A に対して提供
する．この ID 情報は，研究機関 T の形式知が源泉で
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あり，23 のメールでは断片化した仲介知が流通した
ことが確認された． 
 表 3 のコミュニケーションでは，仲介知をまとめ
て形式知化する洗練化は見られなかった．仲介知か
ら形式知を作る洗練化にはコストがかかるため，洗
練化が確認されない知識流通も存在する．このよう
に，個人間でのメールの履歴を分析することで，暗
黙知，形式知，仲介知の間での知識変換モードの分
類基準を検証することができた．他者とのインタラ
クションや知識の源泉による知識変換モードの分類
についての基準が得られた． 
5.4 限界 
本稿で紹介した研究内容の限界を以下に示す． 

(1)分析コミュニケーションの範囲 
 ソフトウェア開発者のコミュニケーションについ
ての研究[5]では，対面のコミュニケーション，電話，
NetMeeting などのコミュニケーションを分析対象と
している．また，ソフトウェア開発者の活動を，一
定時間メモし，コミュニケーション以外の活動も分
析対象としている研究もある[6]．本稿の分析対象は
電子メールだけであり，実際に生じたであろう電話
や対面のコミュニケーションの記録は分析対象にし
ていない．また，それぞれの部門や担当が所有する
当該業務に関連する文書(形式知)の存在やその利用
方法も分析対象となっていない．仲介知の流通や形
式知，暗黙知との関係をより明確にするには，分析
対象となるコミュニケーションや業務活動を拡張す
る必要がある． 
(2)分析対象事例の特殊性 
 本稿で扱った対象事例が特殊なものである可能性
を排除できない．外部機関との契約締結のコミュニ
ケーションは，企業内での部門間コミュニケーショ
ン，企業間コミュニケーションの双方を含んだ事例
であり，企業の日常業務の代表的な例であるかもし
れない．しかし今回分析したコミュニケーション特
性が，企業コミュニケーションを説明するうえでど
の程度の汎用性を持つのかを検証する必要がある． 
 
6. まとめと今後の課題 
今回の分析は，企業間での契約締結のためのコミ

ュニケーションを対象とした．契約締結のコミュニ
ケーションを業務プロセスごとに分割し，業務プロ
セスで変化する社会ネットワークを整理した．そし
て業務プロセスの一部のフェーズに対して，仲介知
の知識変換モードによるコミュニケーション内容の
分類を行った． 
今後は，業務プロセスと知識変換モードとの関係，

社会ネットワークと知識変換モードとの関係を明確
にする．また，Ⅱ期における仲介知モデルの知識変
換モードによるコミュニケーションの分類だけでな
く，すべてのフェーズにおけるコミュニケーション
の分類を実施する必要がある． 
契約締結以外の企業コミュニケーションを分析の

対象にすることも検討する．企業コミュニケーショ
ンは，プロジェクトマネージャーとプロジェクトメ
ンバー，営業職と技術職など立場や専門性の異なる
人間同士が行う場合も多い．特に関連研究で示した
ように，ソフトウェア開発者間でのコミュニケーシ
ョンの改善は重要な課題である．例えばソフトウェ

ア開発の要求仕様書とテスト仕様書の作成者が異な
り，その内容に矛盾が生じたとする．この矛盾は双
方の仕様書の作成者同士のコミュニケーションで解
消することが多い．仕様書は電子的に残るが，コミ
ュニケーションの履歴は電子的に残ることもあれば
残らないこともある．仮にコミュニケーションの履
歴を形式知として保存するのであれば，そのコスト
およびドキュメントの量は膨大になるであろう．電
子的に保持されるコミュニケーション履歴としての
仲介知を活用することで，企業の知識流通コミュニ
ケーションは改善される可能性がある．それには，
本稿で説明した業務プロセスの分析と社会ネットワ
ークの分析，仲介知モデルによる知識流通の分析を
行ない，それぞれの関係を明らかにする必要がある．
これらを実施し，企業の知識流通を分析するための
仲介知モデルの一般化と体系化を進める． 
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